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(57)【要約】
【課題】ＬＥＤ表示部と高解像度パネル表示部が持つ短
所を相互に補完し、店舗の立地条件等に適合した運用を
可能とする。
【解決手段】店舗に設置され、当該店舗の宣伝情報を表
示する店舗宣伝用デジタルサイネージ１Ａであって、背
中合わせ状に配置されて、それぞれが異なる方向を向い
て店舗の宣伝情報を表示する少なくとも二つの表示面１
ａ、１ｂを一体的に備え、一方の表示面１ａは、多数の
ＬＥＤをマトリックス状に配置して、その発光制御に基
づいて画像を発光表示するＬＥＤ表示部２で構成され、
他方の表示面１ｂは、液晶ディスプレー、プラズマディ
スプレー等からなる高解像度表示パネルの表示制御に基
づいて画像を表示する高解像度パネル表示部３で構成さ
れる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　店舗に設置され、当該店舗の宣伝情報を表示する店舗宣伝用デジタルサイネージであっ
て、
　背中合わせ状に配置されて、それぞれが異なる方向を向いて店舗の宣伝情報を表示する
少なくとも二つの表示面を一体的に備え、
　一方の表示面は、多数のＬＥＤをマトリックス状に配置して、その発光制御に基づいて
画像を発光表示するＬＥＤ表示部で構成され、
　他方の表示面は、液晶ディスプレー、プラズマディスプレー等からなる高解像度表示パ
ネルの表示制御に基づいて画像を表示する高解像度パネル表示部で構成されることを特徴
とする店舗宣伝用デジタルサイネージ。
【請求項２】
　前記表示面の表示方向を手動又は自動で変更する表示方向変更手段を備えることを特徴
とする請求項１記載の店舗宣伝用デジタルサイネージ。
【請求項３】
　太陽光の照射方向を判断する照射方向判断手段と、
　前記ＬＥＤ表示部からなる一方の表示面に太陽光が当たり、前記高解像度パネル表示部
からなる他方の表示面に太陽光が当たらないように表示面の表示方向を自動的に変更する
表示方向自動制御手段と、を備えることを特徴とする請求項２記載の店舗宣伝用デジタル
サイネージ。
【請求項４】
　前記ＬＥＤ表示部と前記高解像度パネル表示部との間に、当該高解像度パネル表示部へ
の熱の伝導を遮断する断熱材を配置したことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に
記載の店舗宣伝用デジタルサイネージ。
【請求項５】
　前記ＬＥＤ表示部の表示画像と、前記高解像度パネル表示部の表示画像と、音声発生部
の発生音声とを同期させる表示・音声同期制御手段を備えることを特徴とする請求項１～
４のいずれか一項に記載の店舗宣伝用デジタルサイネージ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、店舗に設置され、当該店舗の宣伝情報を表示する店舗宣伝用デジタルサイネ
ージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　店舗に設置され、当該店舗の宣伝情報を表示する店舗宣伝用デジタルサイネージが知ら
れる。店舗宣伝用デジタルサイネージとしては、多数のＬＥＤ（発光ダイオード）をマト
リックス状に配置して、その発光制御に基づいて画像（文字、静止画、動画等）を発光表
示するＬＥＤ表示型デジタルサイネージが主流であったが、近年では、液晶ディスプレー
、プラズマディスプレー等からなる高解像度表示パネルの表示制御に基づいて鮮明な画像
を表示する高解像度パネル表示型デジタルサイネージも増えている（例えば、特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２８２１０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＬＥＤ表示型デジタルサイネージは、多数のＬＥＤをマトリックス状に配置して、その
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発光制御に基づいて画像を表示するので、どうしても画像の解像度が粗くなるという短所
を持っているが、同時に複数のＬＥＤが自発光するため、直射日光にも負けない高い輝度
（５０００ｍｃｄ～１００００ｍｃｄ以上）の画像表示が可能であり、且つ、高い耐熱性
を持つという長所がある。
【０００５】
　一方、液晶ディスプレー、プラズマディスプレー等の高解像度表示パネルは、鮮明な高
解像度表示ができるという長所を持っているが、輝度がＬＥＤ表示機の約十分の一程度と
低い（５００ｍｃｄ～１５００ｍｃｄ程度）ため、屋外で使用するためには、直射日光を
避けた運用をしなければならず、また、耐熱性が低いため、温度上昇に伴って黒化現象（
ブラックアウト）を起こし、表示画面が見えなくなるという短所を持っている。
【０００６】
　また、液晶ディスプレー、プラズマディスプレー等の高解像度表示パネルは、画面サイ
ズが１５インチ～１９インチ程度と小型のものは比較的耐熱性が高く、屋外での使用に耐
え得るが、３２インチ、４６インチ等の大きさになると、極端に耐熱性能が低下するため
、直射日光を避けた屋内使用、半屋外使用、日陰使用、軒先使用、日陰使用等の使用制限
を余儀なくされるという問題があった。
【０００７】
　近年、３２インチ程度以上の屋外型の液晶ディスプレー、プラズマディスプレーとして
は、表示装置内の温度上昇を抑える対策として、表示装置内にエアコンを搭載した機種も
知られているが、価格が高額になるだけでなく、製品重量が重くなり、表示装置の出し入
れが困難を極めるという短所を持っている。
【０００８】
　また、表示装置内の温度を低下させるために、強制換気装置（ファン等）を搭載した機
種も知られているが、設置場所によっては、夏場における表示装置内の温度が５０度～６
０度を超えてしまうため、３２インチ程度以上の屋外型の液晶ディスプレーやプラズマデ
ィスプレーでは、表示装置内の温度上昇による黒化現象が発生して表示画面が見えなくな
る現象が実際に起こっている。そして、黒化現象を繰り返すと、表示パネル自体の劣化に
つながり、製品寿命を短くしてしまうという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記の如き実情に鑑みこれらの課題を解決することを目的として創作された
ものであって、店舗に設置され、当該店舗の宣伝情報を表示する店舗宣伝用デジタルサイ
ネージであって、背中合わせ状に配置されて、それぞれが異なる方向を向いて店舗の宣伝
情報を表示する少なくとも二つの表示面を一体的に備え、一方の表示面は、多数のＬＥＤ
をマトリックス状に配置して、その発光制御に基づいて画像を発光表示するＬＥＤ表示部
で構成され、他方の表示面は、液晶ディスプレー、プラズマディスプレー等からなる高解
像度表示パネルの表示制御に基づいて画像を表示する高解像度パネル表示部で構成される
ことを特徴とする。
　また、前記表示面の表示方向を手動又は自動で変更する表示方向変更手段を備えること
を特徴とする。
　また、太陽光の照射方向を判断する照射方向判断手段と、前記ＬＥＤ表示部からなる一
方の表示面に太陽光が当たり、前記高解像度パネル表示部からなる他方の表示面に太陽光
が当たらないように表示面の表示方向を自動的に変更する表示方向自動制御手段と、を備
えることを特徴とする。
　また、前記ＬＥＤ表示部と前記高解像度パネル表示部との間に、当該高解像度パネル表
示部への熱の伝導を遮断する断熱材を配置したことを特徴とする。
　また、前記ＬＥＤ表示部の表示画像と、前記高解像度パネル表示部の表示画像と、音声
発生部の発生音声とを同期させる表示・音声同期制御手段を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】



(4) JP 2012-173545 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

　請求項１の発明によれば、背中合わせ状に配置される二つの表示面のうち、一方の表示
面をＬＥＤ表示部で構成し、他方の表示面を高解像度パネル表示部で構成したので、ＬＥ
Ｄ表示部と高解像度パネル表示部が持つ短所を相互に補完し、店舗の立地条件等に適合し
た運用が可能となる。例えば、強い西日が差し込む立地条件の店舗では、西日が差し込む
方向にＬＥＤ表示部を向け、高解像度パネル表示部には西日が当たらないように店舗宣伝
用デジタルサイネージを設置する。このようにすると、一方の表示面では、耐熱性が高く
、かつ、輝度が高いＬＥＤ表示部によって西日にも負けない発光表示を行いつつ、他方の
表示面では、高解像度パネル表示部によって鮮明な高解像度表示を行うことができ、その
結果、効果的な宣伝表示ができるだけでなく、耐熱性に劣る高解像度パネル表示部の温度
上昇を抑制することができる。
　また、請求項２の発明によれば、表示面の表示方向を手動又は自動で変更する表示方向
変更手段を備えるので、太陽光の照射方向の変化等に応じて表示面の表示方向を任意に変
更することができる。
　また、請求項３の発明によれば、太陽光の照射方向を判断する照射方向判断手段と、Ｌ
ＥＤ表示部からなる一方の表示面に太陽光が当たり、高解像度パネル表示部からなる他方
の表示面に太陽光が当たらないように表示面の表示方向を自動的に変更する表示方向自動
制御手段と、を備えるので、太陽光の照射方向の変化等に応じて表示面の表示方向を変更
する手間を省くことができる。
　また、請求項４の発明によれば、ＬＥＤ表示部と高解像度パネル表示部との間に、当該
高解像度パネル表示部への熱の伝導を遮断する断熱材を配置したので、耐熱性に劣る高解
像度パネル表示部の温度上昇を抑制し、表示面の黒化現象を起こし難くすることが可能と
なる。
　また、請求項５の発明によれば、ＬＥＤ表示部の表示画像と、高解像度パネル表示部の
表示画像と、音声発生部の発生音声とを同期させる表示・音声同期制御手段を備えるので
、二つの表示面及び音声が連動した一体的な運用により、時間帯別プロモーション、曜日
別プロモーション、年間催事別プロモーション等、店舗宣伝用デジタルサイネージの導入
店舗にとって有用かつ効果的な宣伝活動を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第一実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージの正面図である。
【図２】本発明の第一実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージの背面図である。
【図３】本発明の第一実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージの側面図である。
【図４】本発明の第一実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージの平面図である。
【図５】本発明の第二実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージの正面図である。
【図６】本発明の第二実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージの背面図である。
【図７】本発明の第三実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージの斜視図である。
【図８】本発明の第三実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージの斜視図である。
【図９】本発明の第三実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージの制御構成を示すブ
ロック図である。
【図１０】本発明の第三実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージの制御手順を示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
［第一実施形態］
　以下、本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。図１～図４において、
１Ａは本発明の第一実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージであって、該店舗宣伝
用デジタルサイネージ１Ａは、店舗に設置され、当該店舗の宣伝情報を表示するためのも
のであり、二種類の表示部を備えている。
【００１３】
　一方の表示部は、多数のＬＥＤをマトリックス状に配置して、その発光制御に基づいて
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画像を発光表示するＬＥＤ表示部２である。このＬＥＤ表示部２は、どうしても画像の解
像度が粗くなるという短所を持っているが、同時に複数のＬＥＤが自発光するため、直射
日光にも負けない高い輝度（５０００ｍｃｄ～１００００ｍｃｄ以上）の画像表示が可能
であり、且つ、高い耐熱性を持つという長所がある。
【００１４】
　他方の表示部は、液晶ディスプレー、プラズマディスプレー等からなる高解像度表示パ
ネルの表示制御に基づいて画像を表示する高解像度パネル表示部３である。この高解像度
パネル表示部３は、鮮明な高解像度表示ができるという長所を持っているが、輝度がＬＥ
Ｄ表示部２の約十分の一程度と低い（５００ｍｃｄ～１５００ｍｃｄ程度）ため、屋外で
使用する場合は、直射日光を避けた運用をしなければならず、また、耐熱性が低いため、
温度上昇に伴って黒化現象を起こし、表示画面が見えなくなるという短所を持っている。
【００１５】
　本発明の実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージ１Ａは、各表示部２、３が持つ
短所を相互に補完するために、まず、背中合わせ状に配置されて、それぞれが異なる方向
を向いて店舗の宣伝情報を表示する少なくとも二つの表示面１ａ、１ｂを一体的に備える
。一方の表示面１ａは、多数のＬＥＤをマトリックス状に配置して、その発光制御に基づ
いて画像を発光表示するＬＥＤ表示部２で構成し、他方の表示面１ｂは、液晶ディスプレ
ー、プラズマディスプレー等からなる高解像度表示パネルの表示制御に基づいて画像を表
示する高解像度パネル表示部３で構成する。
【００１６】
　このようにすると、ＬＥＤ表示部２と高解像度パネル表示部３が持つ短所を相互に補完
し、店舗の立地条件等に適合した運用が可能となる。例えば、強い西日が差し込む立地条
件の店舗では、西日が差し込む方向にＬＥＤ表示部２を向け、高解像度パネル表示部３に
は西日が当たらないように店舗宣伝用デジタルサイネージ１Ａを設置する。これにより、
一方の表示面１ａでは、耐熱性が高く、かつ、輝度が高いＬＥＤ表示部２によって西日に
も負けない発光表示を行いつつ、他方の表示面１ｂでは、高解像度パネル表示部３によっ
て鮮明な高解像度表示を行うことができ、その結果、効果的な宣伝表示ができるだけでな
く、耐熱性に劣る高解像度パネル表示部３の温度上昇を抑制することができる。
【００１７】
　図３及び図４に示すように、ＬＥＤ表示部２と高解像度パネル表示部３との間には、当
該高解像度パネル表示部３への熱の伝導を遮断する断熱材４を配置することが好ましい。
例えば、ウレタンフォーム等の発泡系断熱材やグラスウール等の繊維系断熱材をＬＥＤ表
示部２と高解像度パネル表示部３との間に介在させる。このようにすると、耐熱性に劣る
高解像度パネル表示部３の温度上昇を抑制し、表示面の黒化現象を起こし難くすることが
可能となる。
【００１８】
［第二実施形態］
　次に、本発明の第二実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージ１Ｂについて、図５
及び図６を参照して説明する。
【００１９】
　図５及び図６に示すように、本発明の第二実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネー
ジ１Ｂは、表示面１ａ、１ｂの表示方向を手動で変更する表示方向変更手段を備える点が
前記実施形態と相違している。具体的には、店舗宣伝用デジタルサイネージ１Ｂの表示部
本体１ｃを支える架台５と、該架台５の下面に配置される複数のキャスタ６とを備え、該
キャスタ６の転動に基づいて表示面１ａ、１ｂの表示方向を手動で変更することができる
。このようにすると、太陽光の照射方向の変化等に応じて表示面１ａ、１ｂの表示方向を
任意に変更することが可能となる。
【００２０】
［第三実施形態］
　次に、本発明の第三実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージ１Ｃについて、図７
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～図１０を参照して説明する。
【００２１】
　図７及び図８に示すように、本発明の第三実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネー
ジ１Ｃは、表示面１ａ、１ｂの表示方向を自動で変更する表示方向変更手段を備える点が
前記実施形態と相違している。具体的には、店舗宣伝用デジタルサイネージ１Ｃの表示部
本体１ｃから一体的に下方に延出される支軸７と、該支軸７が回転自在に挿通される支柱
８と、該支柱８が一体的に立設される架台５と、支軸７の下端部に一体的に設けられる大
径ギヤ９と、該大径ギヤ９に噛合するピニオンギヤ１０と、ピニオンギヤ１０を強制回転
させる減速機構付きの電動モータ１１とを備え、該電動モータ１１の正逆駆動に基づいて
表示面１ａ、１ｂの表示方向を自動で変更することができる。尚、架台５の下面には、前
記実施形態と同様に、複数のキャスタ６が設けられるが、該キャスタ６は、表示方向の変
更時ではなく、装置全体の移動時に使用される。
【００２２】
　また、本発明の第三実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージ１Ｃは、太陽光の照
射方向を判断する照射方向判断手段と、ＬＥＤ表示部２からなる一方の表示面１ａに太陽
光が当たり、高解像度パネル表示部３からなる他方の表示面１ｂに太陽光が当たらないよ
うに表示面１ａ、１ｂの表示方向を自動的に変更する表示方向自動制御手段と、を備える
。このようにすると、太陽光の照射方向の変化等に応じて表示面１ａ、１ｂの表示方向を
変更する手間を省くことができる。
【００２３】
　また、本発明の第三実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージ１Ｃは、ＬＥＤ表示
部２の表示画像と、高解像度パネル表示部３の表示画像と、音声発生部１２の発生音声と
を同期させる表示・音声同期制御手段を備える。このようにすると、二つの表示面１ａ、
１ｂ及び音声が連動した一体的な運用により、時間帯別プロモーション、曜日別プロモー
ション、年間催事別プロモーション等、店舗宣伝用デジタルサイネージ１Ｃの導入店舗に
とって有用かつ効果的な宣伝活動を行うことが可能となる。以下、照射方向判断手段、表
示方向自動制御手段及び表示・音声同期制御手段の具体例について、図９及び図１０を参
照して説明する。
【００２４】
　図９に示すように、本発明の第三実施形態に係る店舗宣伝用デジタルサイネージ１Ｃは
、マイクロコンピュータ等で構成される制御部１３を備える。制御部１３には、前述した
ＬＥＤ表示部２、高解像度パネル表示部３、電動モータ１１及び音声発生部１２に加え、
表示面１ａの光量を検出する第一光センサ１４、表示面１ｂの光量を検出する第二光セン
サ１５、時間設定や時刻設定を行うタイマ１６、方位を検出する方位センサ１７、架台５
に対する表示部本体１ｃの向き検出する角度センサ１８、表示データや制御プログラムを
記憶する記憶部１９などが接続されており、これらの組合せによって、照射方向判断手段
、表示方向自動制御手段及び表示・音声同期制御手段が構成される。例えば、照射方向判
断手段は、第一光センサ１４が検出した光量と第二光センサ１５が検出した光量の比較に
基づいて太陽光の照射方向を判断したり、方位センサ１７で検出した方位とタイマ１６か
ら取得した時刻に基づいて太陽光の照射方向を判断することができる。
【００２５】
　図１０に示すように、制御部１３は、ＬＥＤ表示部２の表示画像と、高解像度パネル表
示部３の表示画像と、音声発生部１２の発生音声とを同期させる表示・音声同期制御（Ｓ
１：表示・音声同期制御手段）を実行しながら、太陽光の照射方向を判断し（Ｓ２：照射
方向判断手段）、該照射方向における表示部本体１ｃの適正な向きを演算する（Ｓ３：表
示方向自動制御手段）。次に、演算した適正な向きと、角度センサ１８で検出した現在の
向きとを比較し（Ｓ４：表示方向自動制御手段）、両者が一致する場合は、電動モータ１
１を停止状態に維持する。一方、両者が一致しない場合は、両者が一致するように電動モ
ータ１１を駆動制御する（Ｓ５：表示方向自動制御手段）。これにより、ＬＥＤ表示部２
からなる一方の表示面１ａに太陽光が当たり、高解像度パネル表示部３からなる他方の表
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示面１ｂに太陽光が当たらないように表示面１ａ、１ｂの表示方向が自動的に変更される
。
【符号の説明】
【００２６】
１Ａ　店舗宣伝用デジタルサイネージ
１Ｂ　店舗宣伝用デジタルサイネージ
１Ｃ　店舗宣伝用デジタルサイネージ
１ａ　表示面
１ｂ　表示面
１ｃ　表示部本体
２　　ＬＥＤ表示部
３　　高解像度パネル表示部
４　　断熱材
５　　架台
６　　キャスタ
７　　支軸
８　　支柱
９　　大径ギヤ
１０　ピニオンギヤ
１１　電動モータ
１２　音声発生部
１３　制御部
１４　第一光センサ
１５　第二光センサ
１６　タイマ
１７　方位センサ
１８　角度センサ
１９　記憶部
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【図３】 【図４】



(9) JP 2012-173545 A 2012.9.10

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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